
公立病院経営強化ガイドライン
について考える
ー持続可能な医療提供のために何が必要か

城西大学経営学部

教授 伊関友伸

2022.5.12自治労中央本部



経歴
• 1987年埼玉県庁入庁
• 県民部県民総務課、川越土木事務所管理課、出納局出納総務課、
総合政策部計画調整課、健康福祉部県立病院課、社会福祉課、県
立精神保健総合センターに勤務

• 1995～6年度大利根町企画財政課長（県派遣）
• 2004年4月から城西大学経営学部助教授
• 総務省「公立病院に関する財政措置のあり方等検討会委員」（2008
年度)

• 内閣府「公立病院改革の経済・財政効果に関する研究会委員」
（2015年度）

• 総務省「地域医療の確保と公立病院改革の推進に関する調査研究
会委員」（2016年度）

• 総務省「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院
経営強化に関する検討会委員」（2021年度）

• 研究テーマ：行政学（行政評価、公的組織の変革、地域医療問題、
自治体病院の経営変革）

• 博士（福祉経営：日本福祉大学から授与）





本日は

•「公立病院経営強化ガイド
ラインについて考えるー持
続可能な医療提供のため
に何が必要か」というテー
マで講演を行う



経営強化ガイドライン
の公表
• 2022年3月29日、総務省自治財政局
長は、全国の公立病院及び関係自
治体に「持続可能な地域医療提供体
制を確保するための公立病院経営
強化ガイドラインについて」を通知し
た



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



経営強化に関する検討会
の設置

•経営強化ガイドラインは、2021年
10月6日に設置された「持続可能
な地域医療提供体制を確保する
ための公立病院経営強化に関す
る検討会」における議論により策
定された



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



検討会の位置づけ

•座長に堀場勇夫地方財政審
議会会長（当時）が就任

•総務省にとって、地方財政審
議会に準じた重要な検討会と
なっている



2回のガイドライン
はどのようなもので
あったか



旧公立病院改革ガイドライン

•平成19年12月に通知された1回目の
ガイドラインは、時代の影響を受け
新自由主義的色彩が強いもので
あった

•特に自治体病院役割は民間病院の
補完であるという考えは、後の地域
医療構想の再検証424病院の公表
につながっている



官は民の補完

総務省資料



旧公立病院改革ガイドライン
• 公立病院をはじめとする公的医療機関の果
たすべき役割は、端的に言えば、地域におい
て提供されることが必要な医療のうち、採算
性等の面から民間医療機関による提供が困
難な医療を提供することにある（同1頁）
• 特に民間医療機関が多く存在する都市部に
おける公立病院については、果たすべき役
割に照らして現実に果たしている機能を厳し
く精査した上で、必要性が乏しくなっているも
のについては廃止・統合を検討していくべき
（同2頁）



新公立病院改革ガイドライン

• 2015年3月31日に通知された2回
目のガイドラインは、新たに「地域
医療構想を踏まえた役割の明確
化」が内容となる

•経営効率化を目指した旧ガイドラ
インを踏襲しつつ、医療提供の質
向上の視点も盛り込まれる



総務省資料



前ガイドラインのポイント①
•国の進める社会保障・税一体改革に
基づき、都道府県が策定する地域医
療構想（ビジョン）のガイドラインを厚
生労働省が検討していることを踏ま
え

•公立病院改革プランに「地域医療ビ
ジョンを踏まえた役割の明確化」を新
たに盛り込むことを求める



前ガイドラインのポイント②
•病院の新設・建て替えに対して、現
行では元利償還金の30％を地方交
付税で措置

• 「再編・ネットワーク化」に伴う整備の
場合には40％に引き上げる
•それ以外の老朽化による建て替えな
どの場合は元利償還金の25％に引
き下げ



新ガイドラインのポイント③

•公立病院の運営費に係る地方交
付税措置（病床当たり単価：H26
年度707千円）に関して
•算定基礎を従来の「許可病床数」
から「稼働病床数」に見直す

•病床利用率の悪い自治体病院の
普通交付税が減額される



前ガイドラインのポイント④

•財務指標一辺倒ではなく、医療の
質向上を目指す目標設定の記述
が盛り込まれる

•救急患者数・手術件数・臨床研修
医の受入件数・紹介率・逆紹介
率・在宅復帰率など数値目標を
設定することが例示された



新ガイドラインのポイント⑥

•経営に関する指標としては、経常
収支比率と医業収支比率のみ設
定すべきとされた

•旧ガイドラインにおいて示すこと
が求められた「職員給与費対医
業収支比率」「病床利用率」は削
除となった



•収益向上策として、これまでの医
薬品費、医療材料費等の経費節
減に加え、医療の質の向上等に
よる収入確保が盛り込まれた

•収入確保に係る指標として、ＤＰＣ
機能評価係数など診療報酬に関
する指標が示された



2013年3月公立病院改革プラン実施状況等の調査結果



経営強化ガイドライン
の内容



「改革」から「経営強化」に
• 「改革」の名称が「経営強化」に変更された
• 自治体のプランも「改革プラン」から「経営強
化プラン」に

• 今回、多くの自治体病院が新型コロナウイル
スへの積極的な対応を行い国民の自治体病
院への評価は確実に高まった

• 総務省として、地域の医療において自治体病
院は必要であり、持続可能な医療提供体制
を確保する見地から、「経営強化」の用語が
使われたと考える



「改革」の言葉の意義
• 「改革」という言葉は、小泉純一郎内閣
時代をピークとする新自由主義的な考
えの強い時代に、象徴的に使われた言
葉と考える

• 時代の変化に伴って組織は変化してい
く必要はある

• しかし、行きすぎると「改革」自体が目的
となり、効率化やリストラ一辺倒になり
やすくなる



計画期間

•各地方自治体が策定する経営強
化プランは、2022年度又は2023
年度中の策定を求め

•プランの期間は、2027年度を標
準とする



国の政策との関係



地域医療構想との関係
• 2021年 12月の「第７回地域医療確保に関する国と地
方の協議の場」で、厚生労働省は「地域医療構想の
推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、
各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組
を進めるもの」と表明

• 2021年 12 月決定「新経済・財政再生計画改革工程
表 2021」は、第８次医療計画（2024年度〜）の策定作
業と併せて、2022・2023年度において、民間医療機関
を含め「地域医療構想に係る各医療機関の対応方針
の策定や検証・見直しを求める」とする

• 各経営強化プランは、当該自治体病院の地域医療構
想に係る具体的対応方針として位置付けられる



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



策定期間2023年度まで
地域医療構想対応方針として位置づけ

経営
強化
プラ
ン

標準期間2027年度 厚労省資料を改変



時代的に見て
経営強化ガイドライン
はどのような意義を
有するのか



本格的少子高齢社会の到来
• これから日本は世界に例を見ない本格的な少子
高齢化の時代を迎える

• 都市部を中心に激増する後期高齢者は、救急、入
院、看取りの需要を増大させる

• 少子化による若年層の労働人口の減少は医療現
場における深刻な人材不足をもたらす

• 今までどおりの医療提供のあり方では、持続可能
な体制を確保することは難しい

• 今回の新型コロナウイルス感染症の蔓延による医
療の逼迫は、将来の本格的な少子高齢社会の到
来による医療提供体制の逼迫を先取りしたもの



バッファーとしての役割
• 将来の医療提供体制の危機において、公立病院
の果たす役割は大きい

• 民間医療機関が病院数・病床の多くを占めるわが
国においては、競争原理による医療提供体制が基
本となり、すき間が生じやすい

• そのような中で、公立病院はバッファーとなり、医
療提供体制のすき間を埋めていくことが求められ
る

• 新型コロナウイルス感染症における公立病院の活
躍は、医療提供体制のすき間を埋める公立病院
の持つポテンシャルが示されたもの



将来の危機に備える
•将来の危機に対して、現状維持では
危機を乗り越えることはできない

•危機を見越して準備をするのが、公
の税金が投入されている公立病院
の責務

•経営強化ガイドラインを踏まえ、全国
の自治体病院が将来の危機に備え
て医療提供体制を強化することに期
待



経営強化の基本的な
考え方



経営強化の基本的な考え方①
• 公・民の適切な役割分担の下、地域において
必要な医療提供体制の確保を図り、その中
で自治体病院が安定した経営の下で重要な
役割を継続的に担っていく

• 医師確保等を進めつつ、限られた医師・看護
師等の医療資源を地域全体で最大限効率的
に活用するという視点を最も重視していく

• 新興感染症の感染拡大時等の対応という視
点も持つ



経営強化の基本的な考え方②
• 各公立病院が担うべき役割・機能を改め
て見直し、明確化・最適化した上で、病
院間の連携を強化する「機能分化・連携
強化」を進めていくことが必要

• 中核的医療を行う基幹病院に急性期機
能を集約し医師・看護師等を確保し、基
幹病院から不採算地区病院をはじめと
する基幹病院以外の病院への医師・看
護師等の派遣等の連携を強化する



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



経営強化プランの内容



Ⅰ役割・機能の最適化と連携の強化
• 役割・機能の最適化と連携の強化は、今回のガイ
ドラインで最も重視されている項目である

• 自治体病院の様々な立地条件等を踏まえつつ、役
割・機能の最適化と連携の強化について検討する
ことを求める

• ①地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たす
べき役割・機能、②地域包括ケアシステムの構築
に向けて果たすべき役割・機能、③機能分化・連
携強化、④医療機能や医療の質、連携の強化等
に係る数値目標、⑤一般会計負担の考え方、⑥住
民の理解のための取組について記載を行うことを
求める



機能分化・連携強化
• 「機能分化・連携強化」は、前ガイド
ラインの「再編・ネットワーク化」と比
べ、病院や経営主体の統合よりも、
病院間の役割分担と医師派遣等に
よる連携強化に主眼を置いた概念

•変化に合わせて、病院事業債（特別
分）の対象経費等が拡充されている



新興感染症への対応と
地域医療構想の理念は整合する

• ECMOや人工呼吸器などを使用した重
症患者への治療は、高度急性期病床
のある病院を中心に対応

• 中等症・軽症の患者は急性期病床や回
復期病床を有する病院を中心に対応

• 感染の可能性のある患者は、かかりつ
けの診療所で診療や検査を行う



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



病院の統合再編の必要性

•ガイドラインでは病院の統合再編
という言葉は前面に立っていない

•しかし、都市部の急性期病院の
統合再編による医療提供体制の
拡大は、医師の働き方改革への
対応や新興感染症への対応の視
点からも、必要性は高まっている



厚生労働省の
病院統合再編政策



病床機能再編支援事業

• 2020年度、厚生労働省は新年度
予算で新たに「病床機能再編支
援事業」を創設

• 2021年4月成立の医療法におい
て、支援事業は、地域医療介護
総合確保基金の事業に法律とし
て位置付けるとともに、事業経費
の財源を全額国費負担とする



厚生労働省資料



１回目選定
宮城県：仙南区域（公立刈田綜合病院、みやぎ県南中核病院）、石巻・登米・気仙沼区域（登米市立
登米市民病院、登米市立米谷病院、登米市立豊里病院）
滋賀県：湖北区域（市立長浜病院、長浜市立湖北病院、長浜赤十字病院、セフィロト病院）
山口県：柳井区域（周防大島町立大島病院、周防大島町立東和病院、周防大島町立橘病院）、萩区
域（萩市立萩市民病院、医療法人医誠会都志見病院）
２回目選定

北海道：南空知区域（岩見沢市立総合病院、北海道中央労災病院）、南檜山区域（北海道立江差病
院、厚沢部町国民健康保険病院、乙部町国民健康保険病院、奥尻町国民健康保険病院、町立上ノ
国診療所、上ノ国町立石崎診療所）

新潟県：県央区域（県立燕労災病院、新潟県厚生農業協同組合連合会三条総合病院、県立加茂病
院、県立吉田病院、新潟県済生会三条病院）

兵庫県：阪神区域（市立伊丹病院、公立学校共済組合近畿中央病院）（市立川西病院、医療法人協
和会協立病院）
岡山県：県南東部区域（玉野市民病院、玉野三井病院）
佐賀県：中部区域（多久市立病院、小城市民病院）
熊本県：天草区域（天草市立牛深市民病院、天草市立栖本病院、天草市立新和病院、天草市立河
浦病院）
３回目選定
山形県：置賜区域（米沢市立病院、三友堂病院、三友堂リハビリテーションセンター）
岐阜県：東濃区域（土岐市立総合病院、岐阜県厚生農業協同組合連合会東濃中部医療センター
東濃厚生病院）
4回目選定
上越構想区域（新潟県立中央病院、新潟県立柿崎病院、新潟県立妙高病院、上越地域医療セン
ター病院、新潟労災病院、新潟県厚生農業協同組合連合会上越総合病院、新潟県厚生農業協同
組合連合会けいなん総合病院、新潟県厚生農業協同組合連合会糸魚川総合病院）

佐渡構想区域（佐渡市立両津病院、佐渡市立相川病院、新潟県厚生農業協同組合連合会佐渡総
合病院、新潟県厚生農業協同組合連合会南佐渡地域医療センター）
尾三構想区域（総合病院三原赤十字病院、三菱三原病院）



厚生労働省「新たな病床機能の再編支援について」2020年10月9日



大型統合再編には
補助金額が少ない
• 2021年度の「病床機能再編支援事業」
は「単独支援給付金支給事業」「統合
支援給付金支給事業」「債務整理支援
給付金支給事業」の３つの補助事業が
メニュー化されているが補助金額が少
ない
• 400〜500床クラスの病院統合再編によ
る新病院の誘因にはなりにくい



病床機能再編支援事業の補助単価

2021年5月28日厚生労働省医政局地域医療計画課令和３年度「病床機能再編支援事業」の事業募集に
ついて



総務省病院事業債特別分
•実際の財政措置インセンティブは、
総務省の病院事業債特別分（統合
再編の場合40％の地方交付税措
置、今回複数病院の相互の医療機
能の見直しに伴う基幹病院の整備に
対し拡充）が大きい

•病床機能再編支援事業は統合再編
の契機になるとは考える



統合再編で注意すべき点

•注意すべきは、地域の医療体制
の実情を踏まえた上で、データに
基づいた丁寧な議論を行って進
めること

•結論ありきで無理やり進めると反
対が起き、かえって統合再編が進
まなくなる



地方の中小自治体病院
はどのように役割・機能
の最適化と連携の強化に
取り組むべきか



病院バージョンアップ
• 国は地方の中小病院の役割・機能の最
適化については「ダウンサイズ」という言
葉を簡単に使う

• 人口減少、働く場の不足、医療者の不
足に苦しむ地方の病院がダウンサイズ
を強要されるのは納得がいかない

• 医療の地域格差をなくすため、医療提供
の質を高める「バージョンアップ」である
べき



医療の「砦（とりで）」論
• 地域の存続を考えていくためには、単純に地
方の中小病院を無くすのではなく、限られた
医師数の中で医療提供機能を絞り、維持・機
能向上させていくことが重要

• 講演者は、このような地方の病院を地域医
療の「砦（とりで）」機能と呼んでいる

• 「砦」は、戦国時代の「砦」をイメージしている
• 拠点病院に医師を集め、広域における高度
急性期機能を担う



• 中小病院は地域における医療の「砦」と
なり、立地する地域の医療を守る

• 中小病院は、拠点病院へ手術や重症の
患者を送り、拠点病院からの療養が必
要な患者を受け入れる

• 「砦」は１つだけあるのではなく、地理的
条件の中で複数存在していた方が、面と
して地域全体の医療提供力（防御力）が
上がる

• このような「砦」を面的にバランス良く配
置することで、地域全体を守る



医療の「砦（とりで）」論

地域の医療を面として支える
・拠点病院に医師を集め、広域な範囲で高度な医療を行う、可能であれば医師を派遣する

・中小病院は、地域の医療を担い、拠点病院へ患者を送り、拠点病院からの患者を受け入れる

拠点病院中小病院

高度医療の砦地域の医療の砦 地域の医療の砦

中小病院

中小病院

地域地域

地域

広域

筆者作成



なぜ「砦」なのか？
•地域医療構想424病院の再検証要
請が典型で、地方の中小病院はリス
トラ・ダウンサイズの「対象」であった

•その目的は医療費の削減
• 「砦」は提供する医療を絞りつつ、地
域医療の「主体」として医療提供を行
う、面としての医療を守る

•地方の病院の納得を得やすい議論



地域連携室
• 「地域連携室」は、「砦」機能の強化
のための最重要部門

•他の医療・介護施設との連携を強化
し、診療所や介護施設からの患者受
け入れ、拠点病院からの患者の積
極的な受け入れ、地域住民への働き
かけ等を通じ、地方の中小病院を地
域の医療の「砦」機能を強化していく



精神医療
• 役割・機能の最適化と連携の強化の項目におい
て、過去2回のガイドラインではなかった精神科医
療についての記述がされた

• 精神障害者の地域移行が求められている
• うつ病・認知症・発達障害・依存症等の患者や高
齢化に伴う身体合併症を有する精神障害者の増
加等により精神医療のニーズが高まっている

• 総合的に必要な医療を受けられる体制を構築する
ため、多様な精神疾患の状態及び特性に応じた精
神病床の機能分化、各種保健医療機関や福祉施
設等との連携強化、長期入院者の退院支援等を
進める必要



長期入院の退院促進
• 当該病院の果たすべき役割・機能に加え、経営強
化プランの対象期間の最終年度における病床数
や、病床数等の見直しを行う場合はその概要を記
載することを求める

• 自治体病院の精神病床において、病床数が過大
で、病床利用率を維持するため、長期入院患者の
退院促進が進まないと見られる例も散見される

• 公立病院が率先して長期入院患者の退院促進を
行い、病床数を減らし、生み出されたマンパワー等
で児童思春期精神科医療などの社会的なニーズ
の高い分野に対応していくべき



今日の臨床サポート
h"ps://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?File=ika_1_2_1%2Fa103.html

今日の臨床サポート
h"ps://clinicalsup.jp/jpoc/shinryou.aspx?File=ika_2_8_1%2fi009.html&SearchTerm=%E7%97%87%E7%8A%B6%E3%83
%BB%E7%96%BE%E6%82%A3&SearchText=%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89



Ⅱ医師看護師確保と働き方改革
•病院の役割・機能を果たすために
は、医師・看護師等を確保するととも
に、2024年度からの時間外労働規
制に対応していくことが必要

•①医師・看護師等の確保、②臨床研
修医の受入れ等を通じた若手医師
の確保、③医師の働き方改革への
対応について改革プランに盛り込む
ことを求める



①医師・看護師等の確保
• 職員採用の柔軟化、勤務環境の整備など医
師・看護師等の医療従事者を確保するため
の取組を強化

• 基幹病院に中小規模の公立病院等への医
師・看護師等の派遣を強化することを要望

• 中小規模の病院は、役割・機能の明確化・最
適化と派遣元病院との連携強化を図る

• 派遣された医師・看護師等の受入れ環境を
整備することが重要



②臨床研修医の受入れ等を通
じた若手医師の確保
• 地方の病院において、地方に関心を持つ医
師を増やすため、臨床研修医、専攻医、地域
枠医師等の若手医師の確保に取り組むこと
が重要

• 臨床研修において１ヶ月以上行うこととされ
ている地域医療研修について、臨床研修医
を受け入れる都市部の公立病院において、
不採算地区病院等への派遣を積極的に記
載することを要請



•不採算地区病院等においては、
地域医療研修に係る旅費（交通
費・宿泊費等）を負担した場合、
医師派遣等に係る特別交付税措
置の対象となる

•当該措置も活用し、その受入れを
積極的に働きかけることが望まし
い



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



初期研修地域医療実習への派遣

• ガイドラインでは、都市部の拠点病院から地方の中小
病院への医師派遣を行うことを推奨

• 2024（令和6）年の医師の時間外労働規制の導入が間
近に迫る中で、どれだけ医師の派遣が実現するか、
不透明

• 現実的な医師派遣として、都市部の初期研修医地域
医療実習の不採算地区等への派遣がある

• 医師数の少ない不採算地区などの地方の公立病院
にとって一定の戦力になる

• 研修医にとっても幅広い業務に責任を持って携わる経
験を積むことができ、地域医療の最前線を学ぶ機会と
なっている



不採算地区等への派遣に期待
• 現状は都市部にある公立病院において、実習を当該
自治体の診療所などで行い、自治体内で完結させて
いる病院も少なくない

• 税投入されている自治体病院の責任として、不採算
地区等病院への研修派遣を積極的に行うことを期待

• 総務省は、不採算地区への地域医療研修の派遣を
行った場合、受け入れ自治体が負担する経費（交通
費・宿泊費等）について特別交付税措置の対象になる
ことを、前述の財政措置の取扱い通知において明記し
ている

• 特別交付税措置は、公立病院だけでなく、他の経営
主体の病院からの研修医受け入れも対象になる



③医師の働き方改革への対応

•医師の時間外労働規制が開始され
る2024（令和６）年度に向け、適切な
労務管理の推進、タスクシフト／シェ
アの推進、ＩＣＴの活用、地域の医師
会や診療所等との連携（例えば、夜
勤等を地域の医師が輪番で担当）な
どにより、医師の時間外労働の縮減
を図ることが必要





総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



Ⅲ経営形態の見直し
•当該病院の規模や置かれた環境と
いった地域の実情を踏まえ、経営の
強化に向けた最適な経営形態を検
討

•経営形態の見直しが必要となる場合
は、新経営形態への移行の概要（移
行スケジュールを含む）を記載する



検討が必要な病院
• 医師等の不足により、必要な医療機能を維
持していくことが困難な自治体病院

• 経営強化プラン対象期間中に経常黒字化す
る数値目標の設定が著しく困難な自治体病
院

• 経営強化プランの策定のタイミングを捉え、
経営改善に資する経営形態の見直しについ
て、地域の実情を踏まえつつ、十分な検討を
行うべき



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



地方独立行政法人
•地方公共団体が直営で事業を実
施する場合に比べ、例えば予算・
財務・契約、職員定数・人事・給
与などの面でより自律的・弾力的
な経営が可能となり、権限と責任
の明確化に資することが期待でき
るとやや踏み込んだ形で推奨



地方公営企業法全部適用
•比較的取り組みやすい反面、経
営の自由度拡大の範囲は、地方
独立行政法人化に比べて限定的
とし、事業管理者の実質的な権
限と責任の明確化を図らなけれ
ば、民間的経営手法の導入が不
徹底に終わる可能性があると指
摘



指定管理者制度
①適切な指定管理者の選定に特に配意すること

②提供されるべき医療の内容、委託料の水準等、指定
管理者に係わる諸条件について事前に十分に協議し相
互に確認しておくこと

③病院施設の適正な管理が確保されるよう、地方公共
団体においても事業報告書の徴取、実地の調査等を通
じて、管理の実態を把握し、必要な指示を行うこと

④医師・看護師等の理解を得ながら進めること等が求め
られる

「④医師・看護師等の理解を得ながら進める」は、医療
職員の大量退職や行政職に職種変更する医療職員が
相次いだ事例があることから、盛り込まれた



医療職員は貴重な人的財産
• 指定管理者制度への移行や民間譲渡
は、職員が公務員としての身分を失った
り、一般職への職種転換を行ったり（一
般職への職種転換による自治体本体の
人件費増は見逃されがちな視点）、職員
のライフデザインに大きく影響するので、
慎重に行うべき

• 医療職員は地域の貴重な人的財産とい
う視点が重要



Ⅳ新興感染症の感染拡大時等に
備えた平時からの取組

• 平時から、新興感染症等の感染拡大時の対応に
必要な機能として感染拡大時に活用しやすい病床
や転用しやすいスペース等の整備、感染拡大時に
おける各医療機関の間での連携・役割分担の明
確化、感染拡大時を想定した専門人材の確保・育
成、感染防護具等の備蓄、院内感染対策の徹底、
クラスター発生時の対応方針の共有等を行う

• 平時からの取組は、小児・周産期・精神など、様々
な診療科において必要



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



Ⅴ施設・設備の最適化①
• 新設・建替等が必要な場合、地域医療構想
等との整合性を図った役割・機能や規模等を
記載

• 建築単価の抑制を図るとともに、整備面積の
精査等による整備費の抑制に取り組む

• ＣＭ方式、設計段階から施工者が関与する
方式（ＥＣＩ方式）、設計施工一括発注方式な
どの設計段階等において民間事業者等の専
門的な知見を活用する新たな手法を活用



施設・設備の最適化②
• 新興感染症等の感染拡大時に当該病院が
果たすべき役割・機能に必要な施設・設備
を予め整備

• デジタル化への対応として、各種情報シス
テム等を活用し、医療の質の向上、医療情
報の連携、働き方改革の推進と病院経営の
効率化を推進する

• 病院がサイバー攻撃の標的とされる事例が
増加していることから情報セキュリティ対策
を徹底する



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料
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病院の建替え
• 現場に入ると病院が老朽化しており、建替えの必
要があるが財務状況や将来の経営環境を考え建
替えに躊躇している公立病院も少なくない

• 病院の建物も古い建物では、感染症に対して十分
対応できない

• ローコストを意識しつつ、個室化、陰圧対応、感染
症外来設置、動線の考慮など、感染症に対応した
病院とすべき

• 感染症の対応を考える場合、病院の改修では限
界がある。建替えが可能なら移転新築することを
検討すべき



個室化
• 個室は、新型コロナウイルスなどの新興感染
症に対応できる、男女関係なく入院可能、認
知症の患者の対応もしやすい、面会の時間
が長くなる

• 自治体病院は個室料を取れるのが3割まで
なので、個室率は30％を上限とする思考を持
ちやすかった

• 個室率を高めれば床面積が増え、建設費が
増加する問題がある

• 全室個室で病床の稼働率を高め、収益を上
げるという発想もあって良い



地方の中小病院
• 医師・看護師不足や建物の老朽化で患者が
他の医療機関に流出、収益の悪化に苦しん
でいるところも多い

• 先行きが不透明なことから建替えをためら
い、縮小の道を歩んでいることも多い

• 古い病院では若い医師や看護師は勤務しな
い

• 職員のアメニティ環境向上が重要
• 地域の医療の「砦」である、地方の病院こそ
ピカピカの病院とすべき



病床数
•病床数については、現在の病床
利用率が低い場合、建築コスト削
減の観点から、一定程度病床を
削減して個室化（できれば全室個
室）と医療提供能力の向上を図る
べき

•過大な病床数を持っていても医療
提供の質も収益も上がらない



不採算地区の
特別交付税



自治体病院への
特別交付税の拡大

•総務省は自治体病院への支
援としてへき地、小児・周産期、
救急への特別交付税の支援
を拡大している



不採算地区病院
の単価は年々上昇

•不採算地区の病院の単価
は年々上昇している



総務省準公営企業室「公立病院改革等に対する地方財政措置について」



不採算地区病院
• 第１種不採算地区病院−病床数が150床
未満、直近の一般病院までの移動距離
が15キロメートル以上となる位置に所在
している一般病院

• 第2種−病床数が150床未満、直近の国
勢調査に基づき病院の半径５キロメート
ル以内の人口が3万人未満である一般
病院（３万人以上10万人未満の場合、単
価を逓減）



不採算地区病院は
原則許可病床150床未満
•不採算地区病院の要件は、原則許
可病床150床未満
•許可病床が150床以上で、病床利用
率が100床レベルであれば許可病床
149床以下に減らすことも検討すべき



2020年中核的な公立病院に対
する特別交付税措置の創設

• 不採算地区の財政措置の要件が150床未
満であるため、150床を超える病院は財政
措置の対象とはならなかった

• へき地等に立地し、二次救急患者の受け入
れや災害の拠点となる中核的な自治体病
院は病床数が150床を超えることが多く、不
採算地区の財政措置の対象外となっていた

• 2020年度から財政措置が行われた



全国市長会「市政8月号」



2020年度不採算地区の中核的な公立病院に対する
特別交付税措置の創設

総務省準公営企業室資料



【第１種】 1,549千円 ✕ 調整後病床数

【第２種】 1,033千円 ✕ 調整後病床数

補正後許可病床数「100－（許可病床数－100）×1/4」と稼働病床数とを比較して低い病床数で算定

（参 考） イメージ図（第1
種）

不採算地区中核病院の特別交付税算定イメージ

例 許可病床数260床（補正後許可病床数：60床）
稼働病床数200床の場合

1億5,490万円

病床数0 100床 500床260床

9,294万円

200床60床

調整後
病床数

※第1種 最寄りの一般病院までの移動距離が15ｋｍ以上 となる
位置に所在する一般病院

第2種 直近の国勢調査に基づく当該病院の半径5km以内の
人口が3万人未満

（３万人以上10万人未満の場合、単価を逓減）

適用要件

規模 許可病床数100床以上500床未満

機能

次の①及び②を満たすこと

① 都道府県の医療計画において、二次救急医療機関

又は三次救急医療機関として位置づけられていること

② へき地医療拠点病院又は災害拠点病院の指定を

受けていること

「新公立病院改革ガイドライン」の改定に伴う更なる改革プラン策定の要

件については、令和２年度同様に、令和３年度においても適用しない。
また、不採算地区病院の特別交付税措置についても、上記と同様の取扱

いを講じる。
なお、現行の新公立病院改革ガイドラインを踏まえ既に作成している 新

公立病院改革プランの実施状況の点検・評価を実施いただきたい。

２４



2021年不採算地区
特別交付税大幅増額

•新型コロナウイルスの入院患者を受
けていない地方の中小規模の病院
の収益が悪化している

•総務省は2021年度の不採算地区の
特別交付税を大幅に増額している



2021年5月28日総務省「不採算地区病院等に対する財政措置の拡充について」



2021年5月28日総務省「不採算地区病院等に対する財政措置の拡充について」



2021年5月28日総務省「不採算地区病院等に対する財政措置の拡充について」



病床150床以上の病院
• 二次救急だけで、へき地医療拠点病院、
災害拠点病院の指定を受けていない場
合、不採算地区病院・不採算地区中核
病院の指定を受けていない

• 149床に減らすか、へき地拠点・災害拠
点の指定を受けるべき

• 建物が古くて災害拠点の指定を受けて
いない場合もある







地方公営企業年鑑にも表示されている

病院の立地条件
1：不採算地区病院第１種、2：不採算地区病院第２種 3：不採算地区中核病院第１種、4：不
採算地区中核病院第２種、5：不採算地区病院及び不採算地区中核病院以外の病院



建設費への
過疎債の充当



自治体病院過疎債充当

•過疎地に立地した病院は、病
院建物・医療機器の整備に過
疎債を充当可能（充当率５
０％）

•過疎債を充当しつつ、ローコ
ストで早期に病院を建築する
という考えもあって良い



過疎地に関する法律
•昭和45年に最初の過疎法である
「過疎地域対策緊急措置法」が10
年の時限立法として制定

•令和3年4月1日に第5次となる「過
疎地域持続的発展の支援に関す
る特別措置法」が施行



過疎対策事業債
• 過疎地域における施設整備や地域医療
の確保、集落の維持・活性化等に必要
な経費について「過疎対策事業債」を財
源とすることができる

• 将来の財政負担を軽減するため、元利
償還金の7割が後年度に交付税措置さ
れる

• 市町村は残りの3割を負担すればよい



過疎債の普通交付税措置

事業費

一般会計か
らの操出の
１／２を普
通交付税措
置

病院事業債（50％充当） 過疎債（50％充当）

病院負担１／２
元利償還金の7割を普通交付税措置

一般会計が繰出しで負担
１／２

地方交付税措置分

元利償還金
の３割を自
治体本体が
負担

一般会計で全額返済病院事業会計が返済

講演者作成

統合再編を組み合わせた場合病院事業債
の交付税措置が４０％になる



「過疎対策事業債について」令和２年１月３０日令和元年度第７回過疎問題懇談会資料



総務省自治行政局過疎対策室「過疎関係市町村都道府県別分布図令和 3 年 4 月」



総務省自治行政局過疎対策室「過疎関係市町村都道府県別分布図令和 3 年 4 月」



総務省自治行政局過疎対策室「過疎関係市町村都道府県別分布図令和 3 年 4 月」



総務省自治行政局過疎対策室「過疎関係市町村都道府県別分布図令和 3 年 4 月」



総務省自治行政局過疎対策室「過疎関係市町村都道府県別分布図令和 3 年 4 月」



総務省自治行政局過疎対策室「過疎関係市町村都道府県別分布図令和 3 年 4 月」



総務省資料



総務省資料



35床の病院を
過疎債を充当
して建設した
場合の返済額



病院建設費のシュミュレーション
• 35床全室個室（差額ベッド代取らず）
• 1床5000万円（消費税込み、敷地整備費込み、土
地代別、目標は4000万円を目指す）

• 建設費17億5000万円（目標であれば14億円）
• 医療機器、備品3.5億円
• 合計整備費約21億円（全て起債：過疎債50％、企
業債50％）

• 過疎債は工事を2年に分けて分割支出
• 過疎債約10.5億円（交付税措置率70％）、企業債
約10.5億円（交付税措置率25％）



交付税措置を除いた実負担
• 過疎債分（町実負担30％分）約3.15億円
• （30年分割とすれば年1,050万円返済）−一般会計で返済
• 企業債分（町と病院が75％分を折半）約7.9億円（30年分割
とすれば年2,633万円返済）

• 自治体負担約3.95億円（年1316万円）−病院会計に繰り出し
• 病院負担が約3.95億円（年1316万円）−病院が病院会計で
返済（病院収益で返済）

• 自治体負担合計約7.1億円（過疎債分約3.15億円、企業債
分約3.95億円）

• 自治体は30年分割とすれば年2,366万円（うち過疎債年
1,050万円：一般会計で返済、企業債年1,316万円：町負担分
として病院会計に繰り出し）を返済

• 病院負担約3.95億円（30年分割とすれば年1,316万円返済）



Ⅵ経営の効率化等
• 医療の質の向上等による収入確保や医
薬品費、医療材料費等の経費節減に積
極的に取り組むことが重要

• 経営指標について、個々の病院単位を
基本として経営強化プラン対象期間末
時点における数値目標を定める

• 特に、経常収支比率及び修正医業収支
比率にいついては必ず目標を設定する



• 経常収支比率は、一般会計等から所定の繰出が
行われれば「経常黒字」となる水準を早期に達成
し、維持

• 不採算医療等を提供する役割・機能を確保しつ
つ、対象期間中に経常黒字（経常収支比率が
100％以上）化する数値目標を定める

• 修正医業収支比率は、所定の繰出が行われれば
経常黒字が達成できる水準となるように数値目標
を定め、修正医業収支の改善に向けた取組を進
める

• 繰入金がゼロの修正医業収支比率100％を目指
すものではないことに注意



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



役割・機能に的確に対応した
体制の整備
• 果たすべき役割・機能に的確に対応した施
設基準・人員配置（例えば、地域包括ケア
病棟への転換及びその基準に対応した看
護師の配置、非稼働病床の廃止・機能転換
など）

• 診療報酬を的確に取得する
• 規模・機能が類似する自治体病院と診療報
酬加算の取得状況を比較することが有効



職員雇用の重要性
•病院事業においては、単なる人
件費の抑制・削減では収益改善
につながらず、むしろ積極的に医
師・看護師等を確保することで収
益改善につながるケースがあるこ
とにも留意すべきと指摘



職員人件費
• 現在の診療報酬体系では、医師や看護師、その
他医療スタッフの配置をすることにより、入院基本
料が上がり、医療加算が認められ、収入増が図ら
れるという形を取る

• 職員を雇用すれば収益が上がり、収益でさらなる
投資が可能になる

• しかし、自治体関係者（特に人事担当）はこのこと
を理解せず、「職員数は少なければ少ないほど良
い」という地方自治体の「常識」（医療の世界では
「非常識」）にとらわれている



• 病院経営を考えない人員配置の抑制は、結果とし
て、収益の伸びを抑えることになる

• 地方独立行政法人化は、職員定数の枠から外れ、
職員採用を弾力化できることが最大のメリット

• 人手がいなければ新型コロナウイルスなどの新興
感染症に対応できない

• 非常時への対応の観点からある程度の余裕を
持った人員配置が必要

• 医療人材不足に悩む地方の中小病院で、医師以
外の医療職員に対し、初任給調整手当を創設し、
人材の確保に成功している病院も存在

• 若い医療職員が勤務しない病院に将来はない



マネジメントや事務局体制の強化
• 病院長をはじめとする幹部職員が病院事業
の経営強化に強い意識を持ち、経営感覚を
有することが重要、そうした人材を登用（外部
からの登用も含む）

• 事務職員について、外部人材の活用、プロ
パー専門職員の採用、専門性をもった職員
を育成する研修や人事管理等の仕組みの構
築等を通じ、医療に関する制度やノウハウ、
医療行為の解釈等に精通した専門の事務職
員を確保・育成



外部アドバイザーの活用
•中小規模の公立病院を含め、民間
病院等の経営や診療報酬制度に精
通した外部コンサルタントやアドバイ
ザーの活用により、経営改善に成功
した事例が多くある

•外部人材の活用についても、積極的
に検討すべき



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



都道府県の役割・責任の強化
• 都道府県は、医療法に基づき、地域医療構想や医
師確保計画等を策定するとともに、これを実現する
ための措置（地域医療構想調整会議の設置、協議
が調わない場合の要請・指示・命令等、基金によ
る財政支援等）を講じることができる

• 市町村等が経営強化プランを策定するに当たり、
策定段階から地域医療構想調整会議の意見を聴
く機会を設けることなどを通じて地域医療構想や医
師確保計画等との整合性を確認するとともに、こ
れまで以上に経営強化プランの内容について積極
的に助言すべき



管内自治体病院の施設の
新設建替等に当たっての助言
• 当該病院の役割・機能、必要な機能分化・連携強
化の取組、適切な規模、医師・看護師等の確保方
策、収支見通し等について、地域医療構想等との
整合性を含めて十分に検討し、積極的に助言すべ
き

• 病床利用率が低水準な病院や、今後の人口減少
が特に厳しいと見込まれる過疎地域等の病院に
あっては、収支見通し等について慎重な検討が必
要



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



都道府県立病院等の役割
•都道府県立病院等が、過疎地域や
離島を含めた地域における医師・看
護師等の確保に重要な役割を果た
しているケースがある

•比較的医療資源が充実し、経営基
盤も安定した都道府県立病院等が、
不採算地区病院をはじめとする中小
規模の公立病院・診療所との連携・
支援を強化していくことが重要



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



都道府県庁内における部局間の連携

• 市町村・一部事務組合・地方独立行政
法人の公立病院に対して、市町村担当
部局（総務部局が多い）と、医療政策担
当部局や都道府県病院事業担当部局
が、それぞれ市町村への助言や調整を
行っていくことになる

• ガイドラインでは、市町村担当部局と、
医療政策担当部局や病院事業担当部
局が連携・協力して、市町村への助言や
調整を行っていくことが重要とする



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



経営強化プランの策定
• 経営強化プランは、病院事業担当部局のみで策定
するのではなく、地方公共団体全体を通じて関係
部局が連携して策定する

• 当事者である病院職員はもとより、医師派遣元の
大学や病院等、連携関係にある医療機関や地域
の医師会等の関係者との意見交換を丁寧に行うと
ともに、その他の学識経験者や専門家等の知見も
活用する

• 経営強化プラン策定後に議会、住民の理解を得る
だけでなく、策定の各段階においても適宜、適切な
説明を行い、十分な理解を得るように努めるべき



点検・評価・公表
• 関係地方公共団体は、経営強化プラン
の実施状況について概ね年１回以上点
検・評価を行い、その結果を公表する

• 単に財務内容の改善に係る数値目標の
達成状況のみならず、例えば、当該病
院の医師・看護師等の参加を求めて、公
立病院として期待される役割・機能の発
揮の状況等についても併せて評価、検
証する



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



財政措置
• 従来からの複数の病院を統合する場合のほ
か、複数病院の相互の医療機能を見直す場
合で、基幹病院が医師派遣の増加等の支援
を強化し、救急医療等の地域において必要と
される不採算地区病院の機能を維持する場
合に、新たな基幹病院の整備費全体を対象
経費とする

• 医師派遣等に係る特別交付税措置について
は、看護師等医療従事者の派遣や、診療所
への派遣を対象に追加し、派遣元に対する
措置を拡充



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料
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【ポイント④】新興感染症に備えた平時からの対応

・方向性①～③に沿った取組の徹底
・感染拡大時に転用しやすい施設・設備の整備

各公立病院に策定を求める
プランのポイント

【ポイント①】機能分化・連携強化の推進

・地域の中で各公立病院が担うべき役割や機能を明確化・最適化
（特に、基幹病院に急性期機能を集約し、医師を確保した上で、
それ以外の不採算地区病院等との連携を強化）

【ポイント②】医師・看護師等の確保、働き方改革

・不採算地区病院等への医師・看護師等の派遣の強化
・働き方改革の推進

【ポイント③】経営形態の見直し

・柔軟な人事・給与制度を通じて医師等の確保につながる経営形
態の見直しを引き続き推進

※新興感染症に備えた平時からの対応に関する政府の方針と併せて検討

地方財政措置等における対応

○医師派遣等に係る特別交付税措置の拡充

・ 看護師等医療従事者の派遣、診療所への派遣を対象に追加
・ 派遣元に対する措置の拡充（繰出額に対する措置の割合を0.6→0.8に引上げ）

○ 「機能分化・連携強化」に伴う施設・設備の整備に係る病院事業債（特

別分） （交付税措置率40％。通常分は25％）の延長・拡充

・病院数の減に関する要件の見直し

・システム関係経費の拡充
（経営統合に伴うシステム統合のほか、医療情報の連携等を対象に追加）

○先進事例の横展開

○専門アドバイザーの派遣による助言

【その他の措置】実態を踏まえた単価の改定等
・不採算地区病院への繰出金に係る特別交付税措置の基準額の見直し
（30％引上げ）を、令和４年度も継続

・地方交付税措置の対象となる建築単価の上限の見直し

（36万円／㎡→40万円／㎡）

複数病院の統合（病院減が原則）の場合のほか、基幹病院が医師派遣の

増加等の支援を強化し、救急医療などの地域において必要とされる不採算
地区病院の機能を維持する場合にも、新たな基幹病院の整備費全体を対
象経費とする

機能分化・連携強化のイメージ

医師を確保

連携を強化
（医師派遣・遠隔診療等）

※中核的医療を行い、
医師派遣の拠点機能を有する

※基幹病院から医師派遣等様々な支援
を受けつつ日常的な医療確保を行う

基幹病院以外の
不採算地区病院等基幹病院

急性期機能を集約

公立病院経営強化に係る地方財政措置等における対応

総務省資料



○ 医師不足や人口減少に伴う医療需要の変化に対応し、持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、地域の中で各

公立病院が担うべき役割・機能を改めて見直し、明確化・最適化した上で、病院間の連携を強化する「機能分化・連携強化」が
必要。

○ 公立病院経営強化プランに基づき、原則として令和９年度までに行われる公立病院の機能分化・連携強化に係る施設・設
備の整備について、病院事業債（特別分）を措置。

病院事業債（特別分）の対象：元利償還金の40％を普通交付税措置

以下のいずれかに該当すること。

元利償還金の25%に交付税措置
（繰出1/2 × 50％ ＝ 25％）

（参考）通常の病院事業債のスキーム

元利償還金の40%に交付税措置
（繰出2/3 × 60％ ＝ 40％）

病院事業債（100％）

①関係病院等間のネットワーク形成のための患者搬送車、遠隔医療機器等

の整備

②経営主体の統合に伴う情報システムの統合、関係病院等間の医療情報

の共有や医師等の働き方改革に必要となる情報システム等の整備

③機能分化・連携強化後の基幹病院に新たに整備される高度・救急医療

施設、医師の研修又は派遣の拠点機能を有する施設、これらの施設に

設置される医療機器等の整備

④機能分化・連携強化後の基幹病院以外の既存施設の改修、医療機器等

の整備

⑤複数病院の統合に伴う病院の整備

⑥複数病院の相互の医療機能の見直しに伴う基幹病院の整備

対象要件 対象経費

基幹病院が医師派遣の相当程度の増加及び遠隔診療等の支援を強化し、救急医療

等の地域において必要とされる不採算地区病院の機能を維持する場合であって、その

旨を明記した統合協定書、連携協約等を議会の議決等を経て公表する場合に限る。

機能分化・連携強化のイメージ（例）
医師・看護師等
を確保

連携を強化

基幹病院 基幹病院以外の
不採算地区病院等

急性期機能を集約

医師派遣・
遠隔診療等

回復期機能・初期
救急等を担う

A
･
B
共
通

Ａ．複数病院の統合
○関係する病院が1以上減となること。

Ｂ．複数病院の相互の医療機能の見直し
○関係病院等間において、地域医療構想に沿って、以下
に掲げる全ての取組が行われること。
ア 基幹病院への急性期機能の集約

イ 基幹病院以外の病院等の急性期から回復期等へ
の機能転換等

ウ 基幹病院から基幹病院以外の病院等への医師派
遣の増加、遠隔診療等の支援

エ 基幹病院以外の病院等による基幹病院の術後患
者等の受入体制の構築

オ 医療情報の共有等による医療提供の連携体制の
構築

機能分化・連携強化に伴う施設・設備の整備に係る病院事業債（特別分） 【Ｒ４拡充】

総務省資料



２．「機能を維持する」とは

→ 以下のいずれかが可能となる場合又はこれらに類する場合とする。

① 不足する診療科目又は救急医療等の病院機能の新設・再開

②休止に直面している診療科目又は救急医療等の病院機能の維持

③機能見直しに伴い対応が困難となる診療科目又は救急医療等の病院機能の維持

３．「統合協定書、連携協約等を議会の議決等を経て公表」とは

→ 経営主体を統合する場合は統合協定書等、経営主体の統合を伴わない場合は地方自治法第252条の２に基づく連携協

約等の締結により、基幹病院が行う支援の内容や維持される不採算地区病院の医療機能等について、関係自治体間で合

意した内容を、議会の議決又は議会への報告を経て、住民に公表。

→ 統合協定書、連携協約等には、上記１の医療機能維持のための具体的な支援内容を記載することが必要。その際、医師

派遣回数の相当程度の増加を盛り込むことが必要。「相当程度」とは、上記医療機能の維持のため不足する医師を補完する

程度を指す。

１．「救急医療等の地域において必要とされる不採算地区病院の機能」とは

→ 地域において必要とされる機能は地域の実情によって様々であるため、下記３．の統合協定書、連携協約等において具体

的に明記。

○ 公立病院が医師不足等による厳しい経営状況に直面する中、過疎地等に所在し、医師等の確保が特に困難である不採算

地区病院の医療機能を維持・確保するためには、不採算地区病院において医療機能の見直しを行うとともに、医療資源が充

実した基幹病院との連携を強化することが必要。

○ このため、「Ｂ．複数病院の相互の医療機能の見直し」であっても、基幹病院が医師派遣の相当程度の増加及び遠隔診療

等の支援を強化し、救急医療等の地域において必要とされる不採算地区病院の機能を維持する場合であって、その旨を明記

した統合協定書、連携協約等を議会の議決等を経て公表する場合に、基幹病院の整備費全体を病院事業債（特別分）の対

象とする。

「不採算地区病院の医療機能を維持」の要件について

総務省資料



総務省「公立病院経営強化ガイドライン説明会（20220420）」資料



事例

どのように地方の中小病院
で地域医療の「砦」を
確保するか



あさひ総合病院
バージョンアップ



あさひ総合病院
バージョンアップ
• これまでの4病棟199床を2病棟109
床となり90床減らす
•病床を減らすが職員を雇用し、職員
に余裕をもたらす

•医療提供の質を上げる
• 「高齢者医療の先進モデル」となる病
院を目指す



職員の雇用



富山大学附属病院
地域医療支援学講座
• 2019年4月から富山大学附属病院への寄附
講座を設置

• 寄附金は年間2300万円で、期間は2019年度
から2021年度までの3年間（ 2022年度から3
年延長）

• 客員教授1名、客員助教1名が2名の内科系
医師が常勤で派遣される

• 2022年度から寄附講座外で内科医1名派遣
され内科医5名体制に



朝日町寄附講座「朝日・地域医療支援学講座」の設置について

富山大学附属病院 朝 日 町

○あさひ総合病院で不足する診療分野の診療を富山大学附属病院の医師が担うことに
より、地域医療の充実に貢献する。
○地域医療を通して、将来に向けた地域包括ケアを担う医療人材を育成する。
○富山大学附属病院とあさひ総合病院の間で、病院機能の分化を踏まえた患者の紹介・
逆紹介の円滑化を図る。

目的

寄附講座の設置

朝日・地域医療支援学講座
（朝日町寄附講座）

学生・研修医の派遣

医師の派遣

富山大学附属病院

地域医療支援サテライトセンター
（あさひ総合病院内）

地域包括ケアを担う人材育成

不足している分野の診療

患者紹介の円滑化

あさひ総合病院

○寄附期間 ２０１９年度から２０２１年度までの３年間
○寄附金額 ２３，０００千円（年間）
○寄附講座教員 山田 徹 客員教授、渡辺 一海 客員助教 朝日町資料



看護師雇用確保

•就学資金貸与制度を金額を
月10万円に倍増し、対象を全
国に拡充

•看護師の初任給調整手当を
創設

•職員住宅を整備



あさひ総合病院HPより



あさひ総合病院看護師初任給調整手当

資格免許取得経過期間 月額

1年未満 20,000円

1年以上2年未満 18,000円

2年以上3年未満 16,000円

3年以上4年未満 14,000円

4年以上5年未満 12,000円

5年以上6年未満 10,000円

6年以上7年未満 8,000円

7年以上8年未満 6,000円

8年以上9年未満 4,000円

9年以上10年未満 2,000円

あさひ総合病院資料



院内保育

職員住宅

あさひ総合病院HPより



常勤医師数の推移（嘱託職員含む）
（人）

あさひ総合病院資料
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正職員 嘱託・臨時

看護師数（正職員・嘱託、臨時職員）の推移
（人）

あさひ総合病院資料



看護師及び介護福祉士の夜勤状況の推移

年度 夜勤人数及び回数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

H29

夜勤職員実人数① 54 56 57 56 59 57 58 58 60 61 61 59 696

（正職） 48 50 51 50 53 52 53 53 55 56 56 54 631

（臨時） 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 65

合計夜勤回数② 420 436 424 434 434 420 438 426 439 434 392 434 5131

（正職） 388 405 394 404 409 398 413 401 416 412 371 410 4821

（臨時） 32 31 30 30 25 22 25 25 23 22 21 24 310

平均夜勤回数②/① 7.8 7.8 7.4 7.8 7.4 7.4 7.6 7.3 7.3 7.1 6.4 7.4 7.4

月10回以上職員数 16 20 15 20 15 12 16 12 15 18 5 19 183

（正職） 12 15 10 16 12 10 13 8 12 14 3 15 140

（臨時） 4 5 5 4 3 2 3 4 3 4 2 4 43

H30

夜勤職員実人数① 59 58 56 52 61 60 60 57 59 61 59 59 701

（正職） 54 53 51 51 60 59 59 56 58 59 57 57 674

（臨時） 5 5 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 27

合計夜勤回数② 421 434 418 388 396 365 373 360 373 372 336 372 4608

（正職） 396 408 392 384 389 361 366 352 364 360 324 358 4454

（臨時） 25 26 26 4 7 4 7 8 9 12 12 14 154

平均夜勤回数②/① 7.1 7.5 7.5 7.5 6.5 6.1 6.2 6.3 6.3 6.1 5.7 6.3 6.6

月10回以上職員数 11 13 11 5 10 1 3 1 0 1 0 0 56

（正職） 7 9 7 5 10 1 3 1 0 1 0 0 44

（臨時） 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

R1

夜勤職員実人数① 57 56 56 60 60 59 348

（正職） 55 54 54 58 58 58 337

（臨時） 2 2 2 2 2 1 11

合計夜勤回数② 361 372 362 380 388 360 2223

（正職） 348 358 346 364 373 354 2143

（臨時） 13 14 16 16 15 6 80

平均夜勤回数②/① 6.3 6.6 6.4 6.3 6.4 6.1 6.4

月10回以上職員数 0 3 2 0 1 1 7

（正職） 0.0 3 2 0 1 1 7

（臨時） 0 0 0 0 0 0 0



特定行為看護師が
2名誕生予定
• 看護師の増加により研修に行く余裕が生ま
れ、看護師2名が特定行為研修の資格取得
の予定

①2021年３月末取得者１名
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与に関連

・創傷管理関連

②2021年４月～受講予定者１名
・栄養及び水分管理に係る薬剤投与に関連

・血糖コントロールに係る薬剤投与関連



新型コロナ対応

•内科医が増え、看護師が大幅に
増えたことで新型コロナの患者入
院、ワクチン接種への対応ができ
た

•余裕のあるマンパワーであったこ
とが危機時における的確な対応
につながった



病棟の再編



病棟の再編

あさひ総合病院資料



病院改修工事
•総事業費 4億9755万円

•企業債 2億2430万円

•過疎債 2億2410万円

•富山県医療介護総合確保基金
4728万円



改修後：３階 職員食堂

あさひ総合病院資料



改修後：３階 女子更衣・休憩室(休憩室)

あさひ総合病院資料



改修後：３階 女子更衣・休憩室(パウダーコーナー)

あさひ総合病院資料



電子カルテ

黒部市民病院

◆扇状地ネットへの参加（2018.12.25）

地域連携システム

同意書

-----
----印

新川地域の病院・診療所、薬局、訪問看護・介護施設

あさひ総合病院
同意書

-----
----印 電子カルテ

地域連携システム

同意書

-----
----印

（参加前）

（参加後）

（今後）

あさひ総合病院資料



病床削減で
第2種不採算地区病院
となる

さらに病床削減による普通
交付税の１／２交付もある



2020年度不採算地区の中核的な公立病院に対する
特別交付税措置の創設

総務省準公営企業室資料



あさひ総合病院の
経営状況
（地方公営企業年鑑による）



経常収支比率（繰入金込み）
億円

％

地方公営企業年鑑により作成
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修正医業収支比率（繰入金抜き）
億円

地方公営企業年鑑により作成
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経常収支・修正医業収支比率
は悪化傾向

•後述の一般会計繰入金大幅削減
により経常収支比率は悪化の傾
向にある

•修正医業収支比率も悪化の傾向



手持現金・繰入金の推移
億円

地方公営企業年鑑により作成
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2019年以降3条繰入金が
大幅削減されている
• 普通交付税＋不採算地区の特別交付税総
額3億程度を大幅に下回る可能性のあるレベ
ルまで削減

• そのために手持ち現金が2億円程度に減少
• 結果として病院財務は不安定化した
• 2018年度以前に前倒しで繰入金を増やした
ことに対する削減という

• 病院経営を考えない削減は問題である



企業債残高の推移
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企業債残高は大幅に減少

•2019年度に企業債を前倒しで
8.5億円返済
•2006年度に79億円あった企
業債残高が2020年度末には
44億円に
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入院患者数・病床利用率の推移
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入院患者数
•病床を減らしても2019年度の入
院患者数は100名とバージョン
アップ前とほとんど変わらず

•入院単価は2017年度の37,436円
から2020年度の42,404円に増加
•平均在院日数は2017年度15.8日
から2020年度の13.1日に縮減



外来患者数・1日外来単価の推移

地方公営企業年鑑により作成
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外来患者数
•新型コロナの影響で2020年度は
減少したものの外来患者数は460
名程度で安定

•内科医増員で訪問診療を行った
ことにより外来単価は急激に増加
している
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医業収益＋国補助金・職員
給与費・3条繰入金
•職員給与費はバージョンアップ前の
2016年度から2020年度には2.1億円
増加
•医業収益＋国補助金（2020年度の
み1.2億円）は2016年度から2020年
度に2.9億円増加
• 3条繰出し金は2016年度から2020年
度に1.8億円減少



バージョンアップの財務評価
• 医業収益の増加額で人員増加の職員給与費
の増額を上回っている

• 病床数削減による不採算地区特別交付税の
交付額を考えれば収入は大幅に増加した

• 病床削減による普通交付税の交付（5年間１
/2）もある

• 地方交付税制度を理解せず、病院の財務を破
壊する朝日町財政課は問題

• 少なくとも交付税総額プラス1億円程度は病院
経営の安定性、職員雇用の経済効果から繰
出しを行うべき



医療提供の質向上
•内科医増員、看護師増員により
医療提供の質は確実に向上した

•医療提供の質向上により入院・外
来単価は大幅に増加している

•新型コロナにより減少した入院患
者をいかに元に戻すかが課題



あさひ総合病院の
バージョンアップは
地方自治体病院の
経営強化のモデル
である



三豊市立みとよ市民病院
バージョンアップ



三豊市立永康病院

•香川県詫間町立国保永康病
院が2006年1月に市町村合併
により三豊市立永康病院とな
る

•病床数 199床（一般92床、療
養48床、精神59床）



縮小サイクルによる
病院消滅の危機
• 病院建物が老朽化して建替えを迫られ
る
• かつて永康病院の経営は「安かろう悪
かろう」で収益は良かった
• 医師退職で一気に問題が顕在化、入院
患者の減少、収益悪化など存続の危機
に直面する
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三豊市新病院の病棟再編

現在 新病院

一般病棟 92 46

療養病棟 48 46

精神病棟 59 30

合計 199 122

移転前一般病棟内に地域包括病床28床を設置予定
最終的には一般病棟を全て地域包括ケア病棟にする予定



ECI方式を提案
•建設コストの縮減のため、ECI方
式で建設を行うことを提案した

•早期（Early）に施工者
（Contractor）が設計に関与
（Involvement）する方式
•新国立競技場の建設でも採用



通常の官庁発注

設
計
会
社
選
定

実
施
設
計

詳
細
設
計

工
事
着
工

建
設
会
社
選
定

建
設
費
見
積

基
本
設
計

指名競争入札 指名競争入札



ECI方式
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プロポーザル プロポーザル 建設会社の協力を得
て設計会社が設計



建設と経営支援の
NPOを入れる
•建設支援には、ローコスト建築を
行うNPOにコンストラクションマ
ネージャー（CM）になってもらった
•同時に、経営支援についても対
話を中心とした経営再建をしてい
るNPOに入ってもらった



公開プロポーザル
• 2019年5月25日の公開プロポーザルに
は4社の応募があった
• まず、CMを行うNPOから技術的な質問
• 講演者が設計者の人間性を確認する
質問

• 最後に病院職員を中心とした委員から
追加質問

• 審査委員が単純に採点したものを委員
会に諮り決定



基本的に個室
•個室は個室料を取らない
•個室化により患者の人気を集め
集患を図る

•男女の配慮不要、感染症への
対応可能、家族の付き添い可能、
気遣いなくお見舞いできるメリッ
ト



稼働病床の効率化

•122床で個室率90％（12床の
みICU的利用で多床室）病床
利用率95％で1日入院患者
116人
•個室化により病床利用率を上
げ、稼働病床の効率化を図る



問題はトイレの配置
•設計で最大の問題となってい
るのがトイレの配置の問題

•廊下側に作ると通路はデット
スペースになる

•窓側に作ると面積は有効利
用できるが窓は小さくなる





施工予定者
選考プロポーザル



建設工事請負業務委託者選定
に係る公募型プロポーザル

• 2019年12月22日に行われる
•奇跡的に6社から応募があった
•四国では病院建築の案件が少な
かった、シンプルで建築しやすい
設計が評価されたなどが要因と
考える



選考は基本設計と同様
•議会からの指摘があり、講演者
が委員長となった
•NPOメンバーが技術的な質問
•伊関が人物についての質問
•審査委員が補足質問
•審査委員が単純に採点したもの
を委員会に諮り決定



6社とも全員優秀な
現場代理人を配置
•最終的にはその中でも最も人
間性に優れ、優秀と思われる
現場代理人を配置したT社が
第一優先順位の会社となった



最終的に40億円以内
の建設費で収まる
•交渉の結果40億円以内（消費
税抜き）での発注で合意した

•さらにT社はプロポーザルで
は、地元貢献策として市内企
業に12億円（30％）の提案を
している



1床3278万円
•オール個室122床で40億円（消
費税抜き）であれば1床3278万
円

• 1床4000万円、1床5000万円とい
う建築が相次ぐ自治体病院の中
では胸をはれるローコスト建築
である



感染症対策
•感染症対策の視点で、新病院を
チェックすると感染症外来に不備が
あった

•感染症の入口がない、待合が狭い、
トイレがない

•外来診察室は陰圧化したい
•せっかく個室化をしたので陰圧室を
つくりたい



当初プラン

感染症の入口がない
待合が狭い
トイレがない（外来のトイレを使うことになる）



新プラン



一般病床2床に陰圧機能を設置



アメニティスペース
•建設コストの抑制で職員のアメニ
ティスペースは最小のものとなっ
ていた

•職員が勤務しないと収益は良くな
らない。

•建設費が抑制できたので、アメニ
ティスペースの見直しを行った



当初プラン

非常に狭いラウンジ
男子更衣室・実習生室も狭い



新プラン

職員休憩室をつくる
住民も使えるミーティングルームをつくる
男子更衣室・学生実習室のスペース増
事務スペースの増



2022年5月1日
病院移転、入院開始
5月9日外来開始













病院の経営改革
•病院の建替えと同時並行で
病院の経営改革を強力に進
めた

•特に、人事課との激烈な議論
の上、大幅な職員採用を行っ
た
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市立永康病院の職員採用状況

市立永康病院資料により作成

2020年4月 2020年10月 2021年4月 合計

看護師 10 3 7 20

理学療法士 1 1

放射線技師 1 1

精神科作業療法士 1 1

精神保健福祉士 1 1

介護福祉士 2 1 3

歯科衛生士 1 1

管理栄養士 1 1

診療情報管理士 2 2

言語聴覚士 1 1

医療専門職事務

メディカルソーシャルワーカー 1 1

合計 18 5 10 33

2019年3月の採用は看護師3名のみ



香川県内自治体病院事務職員数
病床数 事務職員数 平均年齢 医師数

県立中央病院 533 56 46 131 

県立丸亀病院 215 18 49 8 

県立白鳥病院 150 12 47 15 

高松市立みんなの病院 305 38 42 51 

高松市立塩江分院 87 4 54 4 

坂出市立病院 194 13 43 31 

さぬき市民病院 179 18 44 30 

三豊市立永康病院 199 3 54 5 

綾川町国保陶病院 63 3 50 8 

三豊総合病院 482 78 38 82 

小豆島中央病院 234 21 40 20 

2018年度地方公営企業年鑑より作成



2021年度は大幅な
経営改善を実現
• 20名の看護師の増員により、病棟の看
護師の患者受け入れ力が高まり、病床
の利用率は改善の傾向にある

• 精神病床は長期入院者の退院促進と精
神科ディケアの準備を行う

• 地域包括ケア病床の導入で大幅な収益
増加を実現した



各病棟の入院単価

市立永康病院資料により作成

単位：円
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地位包括ケア病床の病床数の請求額推移

市立永康病院資料により作成
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正念場の自治体病院

•アフターコロナの時代、自
治体病院は、将来の本格
的少子高齢化に対応した
経営強化が求められてい
る


